
令和４年度以降の
ゼロカーボンシティ実現に向けた
組織体制および進め方について

草津市地球温暖化対策推進本部事務局

（環境経済部 温暖化対策室）
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資料６



地球温暖化対策実行計画と国のロードマップ等との関係
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市民と危機意識の共有

草津市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

2020年度改定

草津市地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）

2021年度改定

地球温暖化対策推進法
2022年4月1日改正法施行

国の地域脱炭素ロードマップ 2021年6月9日

2021年6月9日に成立した国の「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、‟地球温暖化対策“だけでなく、‟地域経済活性
化”や‟地域課題解決“の観点にもたち、草津市としてどのようなまちづくりを進めていくかが、今後重要である。

まちづくりの観点での取組については、市ロードマップに基づき進めることを検討している。

市の行動目標の提示
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2021年12月17日

地球温暖化対策だけでなく、まちづくりをどう進めていくか

市ロードマップによる取組

気候非常事態宣言



中期目標(2030)年度に向けた組織体制
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市ロードマップに基づく取組事例については、草津市地球温暖化対策推進本部「小委員会」改め「幹事会」で議論する
こととし、要綱の改正を検討する。

・「幹事会」では、本部会議で決定された事項の具体的施策の検討や、関係課会議等を経て事務局（温暖化対策室）よ
り示された重要な施策の方針、計画に関する事項等について議論。

・目標年度を見据えた施策・事業の企画・立案に向け、各取組事例について関係課会議を必要に応じて実施。

草津市地球温暖化対策推進本部幹事会の役割について

●市及び市域の建築物の整備・改修指針、特にＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギービル）やＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギーハウ
ス）の導入

●国の地域脱炭素ロードマップや地球温暖化対策の推進に関する法律、コンパクトシティ・プラス・ネットワークに基づく地域
脱炭素化促進区域の設定

●地域の防災対策と脱炭素化の同時実現
●ゼロカーボンによる健幸都市づくり など

今後、市ロードマップとして検討する取組事例

地球温暖化対策推進本部
（部長級）

地球温暖化対策推進本部幹事会
（総括副部長級）

温暖化対策室 関係課

企画・立案


